
国
際
組
織
に
よ
る
国
々
の
義
務
履
行
に
関
す
る
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　
　
　
ー
国
際
人
権
法
か
ら
国
際
環
境
法
へ
－
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は
じ
め
に

　
国
際
組
織
の
機
能
、
特
に
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
要
に
つ

い
て
別
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
際
に
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
説
明

し
た
。

　
「
今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
科
学
技
術
の
発
達
と
相
互

依
存
の
深
化
に
よ
っ
て
国
々
は
そ
の
活
動
を
よ
り
緊
密
に
協
力

　
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
様
々
な
理
由
か
ら
依

然
と
し
て
国
家
主
権
の
概
念
に
固
執
し
て
お
り
、
国
際
的
平
面

　
に
お
け
る
最
終
的
な
力
或
は
手
段
は
未
だ
国
々
の
手
中
に
残
さ

　
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
様
な
二
つ
の
矛
盾
す
る
要
請
の
中
で
、
国
々
は
そ
の
行

動
．
政
策
の
調
整
或
は
方
向
付
け
を
、
条
約
と
い
う
合
意
に
基

佐
　
　
藤

哲
　
　
夫

　
づ
い
た
上
で
の
監
視
・
説
得
・
圧
力
と
い
う
手
続
・
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ー
に
よ
っ
て
試
み
て
き
て
い
る
。
」

　
さ
ら
に
、
こ
の
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
視
点
の
意
義
に
つ
い

て
も
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
に
分
権
的

構
造
を
維
持
す
る
国
際
社
会
に
お
い
て
加
盟
国
の
国
内
法
制
へ
の

影
響
・
介
入
と
い
う
側
面
で
の
国
際
組
織
の
機
能
を
分
析
す
る
に

は
、
そ
の
決
定
が
法
的
に
拘
束
的
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
二
分
法

で
は
な
く
て
、
国
々
の
行
動
・
政
策
の
事
実
上
の
方
向
付
け
を
目

指
す
様
々
な
手
段
の
多
様
な
形
態
に
焦
点
を
置
い
た
国
際
的
コ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ト
ロ
ー
ル
と
い
う
視
点
が
有
意
義
で
あ
る
、
と
。
以
上
の
指
摘
は
、

時
の
経
過
と
と
も
に
一
層
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
従
来
か
ら
、
人
権
、
経
済
、
労
働
、

原
子
力
、
麻
薬
等
の
様
々
な
事
項
・
領
域
に
お
い
て
発
展
し
て
き
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た
。
し
か
し
、
人
権
の
国
際
的
保
護
の
領
域
に
お
い
て
最
も
高
度

に
発
達
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
人
権
の
国
際
的
保

謹
の
領
域
に
お
け
る
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
検
討
は
、
国
際
的

コ
ン
ト
ロ
i
ル
の
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
あ
る
い
は
理
念
型
を
提
供
す

る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
一
九
八
○
年
代
以
降
に
お
け
る
国
際

環
境
法
の
発
展
は
著
し
い
。
し
か
も
多
く
の
多
数
国
間
環
境
条
約

に
お
い
て
は
、
人
権
の
国
際
的
保
護
の
領
域
に
お
け
る
国
際
的
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
に
類
似
し
た
多
様
な
履
行
確
保
措
置
が
導
入
さ
れ
て

き
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
以
上
に
指
摘
し
た
国
際
組
織
に
よ
る
国
際
的
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
視
点
か
ら
、
人
権
の
国
際
的
保
護
お
よ
び
地
球
規
模

の
環
境
保
護
の
二
つ
の
領
域
に
お
け
る
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

検
討
す
る
。
但
し
紙
面
の
制
約
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
二

つ
の
領
域
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
き
て
い
る
履
行
確
保
措
置
の
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

度
的
な
、
し
か
も
か
な
り
簡
潔
な
検
討
を
試
み
る
に
と
ど
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
二
　
国
際
人
権
法
に
お
け
る
履
行
確
保
措
置

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
国
際
人
権
法
の
発
展
は
、
国
際

連
合
の
活
動
に
始
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
。
国
際
連
合
憲
章
の
人
権

規
定
は
抽
象
的
な
一
般
原
則
の
表
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
憲

章
第
六
八
条
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
人
権
委
員
会
（
O
o
冒
邑
ω
－

9
昌
昌
＝
目
∋
彗
雪
o
q
；
㍗
経
済
社
会
理
事
会
の
下
の
機
能
委

員
会
の
一
つ
で
あ
り
、
現
在
で
は
五
三
ヵ
国
の
政
府
代
表
か
ら
構

成
さ
れ
る
機
関
）
は
、
当
初
、
人
権
に
関
す
る
基
本
的
規
範
の
作

成
に
集
中
し
た
。
一
九
四
八
年
に
人
権
委
員
会
の
起
草
し
た
草
案

は
、
同
年
に
総
会
に
よ
っ
て
、
「
世
界
人
権
宣
言
」
と
し
て
採
択

さ
れ
た
。
ま
た
二
つ
の
国
際
人
権
規
約
の
草
案
（
一
九
五
四
年
に

総
会
に
提
出
）
も
、
一
九
六
六
年
に
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
。

人
権
委
員
会
は
、
そ
の
後
、
現
実
に
発
生
す
る
人
権
侵
害
に
対
処

す
る
人
権
保
護
活
動
に
そ
の
活
動
を
拡
大
し
、
一
九
六
七
年
の
経

済
社
会
理
事
会
決
議
一
；
二
五
に
基
づ
く
公
開
審
議
・
調
査
手
続

（
二
≡
五
手
続
）
、
一
九
七
〇
年
の
同
決
議
一
五
〇
三
に
基
づ
↑

非
公
開
の
通
報
審
査
手
続
（
一
五
〇
三
手
続
）
を
実
施
し
て
き
て

い
る
。
同
委
員
会
の
下
に
は
、
個
人
資
格
の
二
六
名
の
委
員
か
ら

構
成
さ
れ
る
差
別
防
止
・
少
数
者
保
護
小
委
員
会
（
人
権
小
委
員

会
）
が
設
置
さ
れ
、
同
委
員
会
を
補
佐
し
て
い
る
。

　
現
在
ま
で
に
国
際
連
合
が
中
心
と
な
っ
て
作
成
し
た
人
権
諸
条

約
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
集
団
殺
害
犯
罪
の
防
止
及

ぴ
処
罪
に
関
す
る
条
約
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
一
一
九
四
八
年
採

択
）
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
撤
廃
に
関
す
る
国
際
条
約
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（
人
種
差
別
撤
廃
条
約
二
九
六
五
年
採
択
）
、
経
済
的
、
社
会
的

及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
社
会
権
規
約
一
一
九
六

六
年
採
択
）
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約

（
自
由
権
規
約
二
九
六
六
年
採
択
）
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利

に
関
す
る
国
際
規
約
の
選
択
議
定
書
（
自
由
権
規
約
第
一
選
択
議

定
書
一
一
九
六
六
年
採
択
）
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
犯
罪
の
抑
圧
及

び
処
罰
に
関
す
る
国
際
条
約
（
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
条
約
一
一
九
七

三
年
採
択
）
、
女
子
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
の
撤
廃
に

関
す
る
条
約
（
女
子
差
別
撤
廃
条
約
二
九
七
九
年
採
択
）
、
拷

問
及
ぴ
そ
の
他
の
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ

け
る
取
扱
い
又
は
刑
罰
を
禁
止
す
る
条
約
（
拷
問
等
禁
止
条
約
一

一
九
八
四
年
採
択
）
、
子
ど
も
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
子
ど
も

の
権
利
条
約
一
一
九
八
九
年
採
択
）
。
こ
れ
ら
の
人
権
条
約
の
履

行
監
視
は
、
各
人
権
条
約
に
よ
り
個
別
に
設
置
さ
れ
た
監
視
機
関

あ
る
い
は
国
際
遠
合
の
関
係
機
関
が
担
当
し
て
い
る
。

　
以
上
は
、
国
際
連
合
を
中
心
と
し
て
国
際
社
会
の
す
べ
て
の

国
々
を
対
象
と
す
る
普
遍
的
な
次
元
で
の
国
際
人
権
法
の
動
き
で

あ
る
が
、
一
定
の
地
域
の
国
々
の
連
帯
を
基
礎
に
し
て
一
層
進
ん

だ
地
域
的
な
人
権
保
障
の
制
度
も
存
在
す
る
。
一
九
五
〇
年
に
ヨ

ー
ロ
ヅ
パ
審
議
会
加
盟
国
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
「
人
権
及
ぴ
基

本
的
自
曲
の
保
護
の
た
め
の
条
約
」
（
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
人
権
条
約
一

一
九
五
三
年
発
効
）
や
、
一
九
六
九
年
に
米
州
機
構
が
招
集
し
た

政
府
間
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
人
権
に
関
す
る
米
州
条

約
」
（
米
州
人
権
条
約
一
一
九
七
八
年
発
効
）
は
、
い
ず
れ
も
人

権
裁
判
所
を
設
置
し
て
い
る
。

　
国
際
連
合
以
外
に
、
普
遍
的
次
元
で
人
権
に
関
わ
る
国
際
組
織

に
は
、
国
際
労
働
機
関
（
I
L
O
）
や
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化

機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
が
あ
る
。
I
L
O
は
、
数
多
く
の
I
L
O
条

約
や
勧
告
を
作
成
・
採
択
し
、
労
働
者
の
保
護
に
あ
た
っ
て
き
た
。

ま
た
ユ
ネ
ス
コ
は
、
教
育
等
を
通
じ
て
の
人
権
と
平
和
の
実
現
を

目
的
と
し
て
、
「
教
育
に
お
け
る
差
別
を
禁
止
す
る
条
約
」
（
教
育

差
別
禁
止
条
約
二
九
六
〇
年
採
択
）
な
ど
を
採
択
し
て
き
て
い

る
。

　
1
　
種
々
の
措
置

　
国
際
人
権
法
に
お
け
る
様
々
な
履
行
確
保
措
置
を
、
単
純
化
し

て
類
型
化
し
て
み
れ
ば
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
国
家
報
告
制
度
一
締
約
国
が
、
条
約
に
規
定
さ
れ
た
人
権
尊

重
・
確
保
の
義
務
を
ど
の
よ
う
に
履
行
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、

定
期
的
な
報
告
を
自
ら
国
際
的
機
関
に
提
出
し
、
そ
れ
を
当
該
機

関
が
検
討
す
る
制
度
。
人
権
条
約
に
基
づ
く
例
と
し
て
は
、
社
会
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（
5
〕

権
規
約
（
一
六
条
）
、
自
由
権
規
約
（
四
〇
条
）
、
人
種
差
別
撤
廃

条
約
（
九
条
）
、
女
子
差
別
撤
廃
条
約
（
一
八
条
）
、
ア
ル
パ
ヘ
イ

ト
条
約
（
七
条
）
、
拷
問
等
禁
止
条
約
（
一
九
条
）
、
子
ど
も
の
権

利
条
約
（
四
四
条
）
等
が
著
名
で
あ
る
。
ま
た
国
際
組
織
の
設
立

文
書
あ
る
い
は
決
議
に
基
づ
く
例
と
し
て
は
、
I
L
O
（
一
九
・

二
二
条
）
や
国
際
連
合
（
経
済
社
会
理
事
会
決
議
一
そ
の
後
に
廃

止
）
が
あ
る
。

　
国
家
通
報
制
度
一
あ
る
締
約
国
が
条
約
義
務
を
履
行
し
て
い
な

い
場
合
に
、
他
の
締
約
国
が
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
、
国
際
的
機
関

に
通
報
し
、
当
該
機
関
が
こ
れ
を
審
査
す
る
制
度
。
人
権
条
約
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

基
づ
く
例
と
し
て
は
、
自
由
権
規
約
（
四
一
条
）
、
人
種
差
別
撤

廃
条
約
（
一
一
条
）
、
拷
問
等
禁
止
条
約
（
二
一
条
）
、
目
－
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
（
二
四
条
）
、
米
州
人
権
条
約
（
四
五
条
）
等
が
著

名
で
あ
る
。
（
但
し
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
と
目
ー
ロ
ッ
パ
人
権

条
約
以
外
で
は
、
締
約
国
の
別
個
の
受
諾
宣
言
が
必
要
な
任
意
的

制
度
で
あ
る
。
）
ま
た
国
際
組
織
の
設
立
文
書
に
基
づ
く
例
と
し

て
は
、
I
L
O
（
二
六
・
三
〇
条
）
が
あ
る
。

　
個
人
通
報
制
度
一
主
と
し
て
被
害
者
で
あ
る
個
人
が
、
締
約
国

に
よ
。
る
人
権
侵
害
を
国
際
的
機
関
に
申
し
立
て
、
当
該
機
関
が
そ

れ
を
審
査
す
る
制
度
。
人
権
条
約
に
基
づ
く
例
と
し
て
は
、
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

権
規
約
第
一
選
択
議
定
書
（
一
条
）
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
（
一

四
条
）
、
拷
問
等
禁
止
条
約
（
二
二
条
）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
人
権
条
約

（
二
五
条
）
、
米
州
人
権
条
約
（
四
四
条
）
が
著
名
な
例
で
あ
る
。

（
但
し
、
米
州
人
権
条
約
以
外
で
は
、
締
約
国
の
別
個
の
受
諾
宣

言
が
必
要
な
任
意
的
制
度
で
あ
る
。
）
ま
た
国
際
組
織
の
設
立
文

書
や
決
議
に
基
づ
く
例
と
し
て
は
、
I
L
O
（
二
四
条
一
但
し
、

使
用
者
又
は
労
働
者
の
産
業
上
の
団
体
に
よ
る
申
し
立
て
）
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
（
呂
）

際
連
合
（
一
五
〇
三
手
続
）
、
ユ
ネ
ス
コ
（
執
行
委
員
会
決
定
）

が
あ
る
。

　
裁
判
制
度
一
前
記
の
国
家
通
報
制
度
や
個
人
通
報
制
度
に
よ
っ

て
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
さ
ら
に
国
際
裁
判
所
に
問
題
を

提
訴
し
て
、
条
約
上
の
義
務
の
違
反
に
つ
い
て
拘
束
的
な
判
決
を

求
め
る
制
度
。
人
権
条
約
に
基
づ
く
例
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ

人
権
条
約
（
四
節
）
、
米
州
人
権
条
約
（
八
章
）
が
あ
る
。
（
但
し
、

関
係
国
が
裁
判
所
の
義
務
的
管
轄
権
を
受
諾
し
て
い
る
こ
と
が
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

件
と
さ
れ
る
。
）
そ
の
他
で
は
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
（
二
二
条
）
、

女
子
差
別
撤
廃
条
約
（
二
九
条
）
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
条
約
（
一

二
条
）
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
（
九
条
）
、
拷
問
等
禁
止
条
約
（
三

〇
条
）
等
に
お
い
て
、
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
締
約
国

間
の
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
紛
争
の
付

102



（103）国際組織による国々の義務履行に関する国際的コントロール

託
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
（
し
か
も
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
と
ジ

ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
場
合
に
は
、
締
約
国
は
裁
判
所
の
義
務
的
管

轄
権
を
受
諾
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
）

　
調
査
制
度
一
信
頼
で
き
る
情
報
源
か
ら
の
情
報
に
基
づ
い
て
、

国
際
的
機
関
が
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
り
人
権
侵
害
等
の
事

実
を
調
査
す
る
制
度
。
人
権
条
約
に
基
づ
く
例
と
し
て
は
、
拷
問

　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

等
禁
止
条
約
（
二
〇
条
）
が
著
名
で
あ
る
。
ま
た
国
際
組
織
の
決

議
に
基
づ
く
例
と
し
て
、
国
際
連
合
（
人
権
実
情
調
査
団
の
派

遣
）
が
あ
る
。

　
2
　
履
行
確
呆
措
置
の
意
義

（
1
）
　
履
行
確
保
措
置
の
必
要
性

　
上
述
の
よ
う
に
、
国
際
人
権
法
に
お
け
る
履
行
確
保
措
置
は
、

少
な
く
と
も
制
度
的
に
は
高
度
に
発
達
し
て
き
て
い
る
と
評
価
で

き
よ
う
。
何
故
か
。
様
々
な
人
権
条
約
の
起
草
過
程
に
お
い
て

国
々
を
ど
の
程
度
実
際
に
動
機
づ
け
た
－
か
と
い
う
事
実
の
問
題
は
、

こ
こ
で
は
脇
に
お
く
と
し
て
、
他
の
通
常
の
国
家
間
条
約
と
比
較

し
て
人
権
条
約
に
お
い
て
は
、
履
行
確
保
措
置
を
必
要
と
す
る
特

有
の
論
理
的
な
事
情
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
、
国
際
条
約
の
適
用
・
実
効
性
を
確
保

す
る
際
に
重
要
な
要
因
で
あ
る
相
互
性
（
丙
8
号
8
〇
一
q
）
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

則
が
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
の
相
互
性
は
、
複
数
の
国
家
間
に
お
い
て
互
い
に
同
等

の
扱
い
を
与
え
合
う
関
係
を
意
味
す
る
。
こ
の
相
互
性
の
原
則
は
、

高
度
に
発
達
し
た
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
は
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
集
権
化
の
程
度
の
低
い
国
際
法

秩
序
に
お
い
て
は
、
種
々
の
側
面
で
、
特
に
規
範
の
実
効
性
確
保

の
側
面
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
武

力
紛
争
、
外
交
関
係
、
国
際
経
済
関
係
の
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、

　
　
　
（
1
2
）

特
に
言
え
る
。
相
手
国
が
、
関
係
規
範
を
遵
守
せ
ず
に
自
国
に
対

し
て
一
定
の
権
利
や
待
遇
を
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ぱ
、
富
国
も
、

相
手
国
に
対
し
て
対
応
す
る
権
利
や
待
遇
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
、
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
相
互
性
の
原
則
は
人
権
条
約
に
お
い
て

は
基
本
的
に
働
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
国

家
問
条
約
に
お
い
て
は
、
国
家
が
条
約
義
務
を
受
諾
・
履
行
す
る

の
は
、
相
手
国
が
同
様
の
ま
た
は
対
応
す
る
義
務
を
受
諾
・
履
行

す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
の
対
価
と
し
て
に
す
ぎ
な
い
。
他

方
、
人
権
条
約
に
お
い
て
は
、
条
約
義
務
は
各
国
家
が
各
々
自
国

内
の
人
々
に
対
し
て
一
定
の
権
利
や
待
遇
を
保
障
す
る
も
の
で
あ

り
、
条
約
義
務
の
受
諾
・
履
行
に
対
す
る
他
国
か
ら
の
対
価
は
基
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本
的
に
存
在
し
な
い
。
締
約
国
に
よ
る
条
約
義
務
の
違
反
の
被
害

者
は
、
同
国
内
の
関
係
す
る
人
々
で
あ
っ
て
、
他
の
締
約
国
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
相
手
国
が
同
国
内
の
人
々
に
対
し
て
条
約
義
務

に
違
反
し
て
人
権
侵
害
を
な
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
国
も
自
国

内
の
人
々
に
対
し
て
人
権
侵
害
を
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
し
、

相
手
国
の
条
約
義
務
遵
守
へ
の
動
機
づ
け
に
も
な
ら
な
い
。
要
す

る
に
人
権
は
、
国
々
の
問
の
契
約
的
関
係
に
基
づ
く
も
の
で
は
な

く
て
、
国
際
社
会
の
共
通
利
益
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
人
権
条
約
に
お
い
て
は
、
各
締
約
国
は
各
々
一

方
的
に
条
約
義
務
を
受
諾
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
利
益
の
対
応
関

係
に
基
づ
い
て
い
る
通
常
の
条
約
の
場
合
と
は
異
な
ウ
て
、
条
約

遵
守
・
実
効
性
の
動
機
づ
け
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
た
す
相
互

性
の
原
則
が
働
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
人
権
条
約
に
お

い
て
は
、
そ
の
遵
守
・
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
他
の
手
段
・

措
置
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
履
行
確
保
措
置
の
実
効
性

　
履
行
確
保
措
置
の
実
効
性
は
様
々
な
要
因
に
依
存
し
て
お
り
、

あ
る
程
度
機
能
し
て
い
る
措
置
も
あ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
機
能
し
て

い
な
い
措
置
も
あ
る
。

　
国
家
報
告
制
度
は
、
比
較
的
に
よ
く
機
能
し
て
き
た
制
度
と
思

わ
れ
る
。
報
告
制
度
の
実
効
性
は
、
報
告
の
頻
度
と
内
容
、
審
査

機
関
の
構
成
・
独
立
性
、
関
係
国
の
協
力
、
公
表
．
周
知
性
等
の

要
因
に
依
存
し
て
い
る
。
自
由
権
規
約
で
は
、
報
告
書
の
形
式
と

内
容
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
採
択
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
委
員

の
独
立
性
、
関
係
政
府
の
協
力
、
委
員
会
へ
の
十
分
な
情
報
の
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

供
な
ど
の
点
で
も
か
な
り
の
評
価
に
値
す
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
報
告
書
提
出
の
遅
延
、
内
容
の
不
十
分
さ
、
専
属
で
は
な

い
委
員
に
よ
る
審
議
の
遅
れ
等
の
問
題
点
も
存
在
す
る
。

　
国
家
通
報
制
度
は
、
報
告
制
度
と
対
照
的
に
、
ほ
と
ん
ど
機
能

し
て
こ
な
か
っ
た
制
度
と
い
え
る
。
確
か
に
、
I
L
0
お
よ
び
ヨ

ー
ロ
ヅ
パ
人
権
条
約
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
程
度
利
用
さ

れ
て
き
た
が
、
普
遍
的
人
権
条
約
に
お
い
て
は
、
国
々
は
き
わ
め

て
消
極
的
で
あ
る
。
受
諾
宣
言
国
は
、
締
約
国
数
の
三
分
の
一

（
自
由
権
規
約
）
あ
る
い
は
二
分
の
一
（
拷
問
等
禁
止
条
約
）
程

度
に
す
ぎ
な
い
し
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
を
含
め
て
い
ず
れ
の
場

合
に
も
、
い
ま
だ
一
度
も
使
用
さ
れ
て
き
て
は
い
な
い
。
国
家
は

人
権
擁
護
よ
り
も
政
治
的
考
慮
を
優
先
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
と
指

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

摘
さ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。

　
個
人
通
報
制
度
は
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
（
締
約
国
の
一
割
程

度
に
よ
る
受
諾
宣
言
）
と
拷
問
等
禁
止
条
約
（
二
分
の
一
程
度
）
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で
は
活
発
で
は
な
い
が
、
自
由
権
規
約
（
三
分
の
二
近
く
が
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

選
択
議
定
書
を
受
諾
）
で
は
相
当
活
発
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
一

五
9
二
手
続
に
お
い
て
も
、
毎
年
二
万
壬
三
万
（
一
九
八
○
年
代

末
か
ら
は
二
〇
万
壬
三
〇
万
）
と
い
わ
れ
る
数
の
通
報
が
寄
せ
ら

　
　
　
（
脆
）

れ
て
い
る
。
こ
の
手
続
は
、
時
問
が
か
か
り
す
ぎ
、
非
公
開
審
議

で
あ
り
、
極
端
に
政
治
化
さ
れ
て
運
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
決
定

も
政
治
的
圧
力
に
と
ど
ま
る
な
ど
と
批
判
さ
れ
る
が
、
対
象
国
を

関
係
条
約
の
数
少
な
い
締
約
国
に
限
ら
ず
、
請
願
権
者
を
被
害
者

の
み
に
限
定
し
て
い
な
い
点
で
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
。

　
裁
判
制
度
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
権
裁
判
所
に
お
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
個
人
申
立
に
端
を
発
す
る
が
、
一
七
〇

を
越
え
る
条
約
違
反
を
認
定
し
て
き
て
い
る
。
米
州
人
権
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

に
も
最
近
に
な
っ
て
事
件
が
付
託
さ
れ
始
め
て
い
る
。

　
調
査
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
際
連
合
に
お
い
て
は
、
一
九
八
○

年
代
以
降
顕
著
な
現
象
と
し
て
、
二
…
五
手
続
と
い
わ
れ
る
公

開
審
議
の
下
に
お
け
る
実
情
調
査
の
実
旋
の
決
定
そ
し
て
そ
の
た

め
の
作
業
部
会
や
特
別
報
告
者
の
任
命
、
お
よ
び
テ
ー
マ
別
手
続

と
い
わ
れ
る
監
視
手
続
の
下
で
の
作
業
部
会
や
特
別
報
告
者
の
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

命
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

国
際
環
境
法
に
お
け
る
履
行
確
保
措
置

　
国
際
環
境
法
は
、
当
初
は
、
現
実
に
発
生
す
る
環
境
汚
染
の
規

模
に
対
応
し
て
、
隣
接
国
間
の
越
境
環
境
汚
染
を
規
律
す
る
国
際

慣
習
法
上
の
原
則
と
し
て
成
立
し
て
き
た
。
2
o
巨
2
①
巨
o
巨

竺
①
昌
昌
昌
目
5
＆
塞
の
原
則
（
国
家
は
、
他
国
ま
た
は
他
国

民
の
身
体
や
財
産
に
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
仕
方
で
自
国
領
域
を

使
用
し
た
り
、
使
用
さ
せ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
の

原
則
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
特
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
環
境
汚
染
の
地

球
的
な
広
が
り
・
拡
大
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
七

〇
年
に
O
E
C
D
に
環
境
問
題
を
専
門
的
に
検
討
す
る
「
環
境
委

員
会
」
が
設
置
さ
れ
た
ほ
か
、
一
九
七
二
年
に
ス
ト
ツ
ク
ホ
ル
ム

で
「
国
。
連
人
間
環
境
会
議
」
が
開
催
さ
れ
、
「
人
間
環
境
宣
言
」

や
広
範
な
「
行
動
計
画
」
が
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
同
年
、
「
国
連

環
境
計
画
（
U
N
E
P
）
」
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題

状
況
は
一
層
深
刻
化
し
て
き
て
お
り
、
今
日
で
は
、
河
川
の
問
題

（
森
林
伐
採
の
結
果
と
し
て
の
洪
水
お
よ
ぴ
科
学
物
質
に
よ
る
水

質
汚
染
）
、
酸
性
雨
の
問
題
、
成
層
圏
オ
ゾ
ン
の
保
護
、
野
生
動

植
物
の
保
護
、
海
洋
汚
染
の
防
止
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
な
ど
の
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様
々
な
問
題
が
取
り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
諸
問
題
は
、
様
々
な
国
際
組
織
に
よ
っ
て
取
り
組
ま
れ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
お
り
、
数
多
く
の
国
際
条
約
が
採
択
・
締
結
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
1
　
種
々
の
措
置

　
国
際
環
境
法
（
こ
こ
で
は
種
々
の
環
境
条
約
を
対
象
と
す
る
）

に
お
け
る
様
々
な
履
行
確
保
措
置
を
、
単
純
化
し
て
類
型
化
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

み
れ
ば
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
締
約
国
会
議
一
関
係
す
る
環
境
条
約
が
効
果
的
に
運
用
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
必
要
な
改
善
措
置
を
定
め
る
た
め
の

締
約
国
会
議
が
定
期
的
頻
繁
に
開
催
さ
れ
る
。
著
名
な
例
と
し
て

は
、
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
［
特
に
水
鳥
の
生
息
地
と
し
て
国
際
的
に

重
要
な
湿
地
に
関
す
る
条
約
］
（
六
条
）
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
［
絶

滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
国
際
取
引
に
関
す
る
条

　
　
　
　
（
2
2
）

約
］
（
一
一
条
）
、
ボ
ン
条
約
［
移
動
性
野
生
動
物
種
の
保
全
に
関

す
る
条
約
U
（
七
条
）
、
生
物
多
様
性
条
約
［
生
物
多
様
性
に
関
す

る
条
約
］
（
二
一
二
条
）
、
ロ
ン
ド
ン
海
洋
投
棄
条
約
［
廃
棄
物
そ
の

他
の
物
の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
約
］
（
一

四
条
三
・
四
項
）
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
［
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
の
た
め

の
ウ
ィ
ー
ン
条
約
］
（
六
条
）
、
気
候
変
動
枠
組
条
約
［
気
候
変
動

に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
］
（
七
条
）
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
［
有

害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す

る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
］
（
一
五
条
）
、
バ
マ
コ
条
約
［
有
害
廃
棄
物
の

ア
フ
リ
カ
ヘ
の
輸
人
の
禁
止
、
及
び
ア
フ
リ
カ
内
の
有
害
廃
棄
物

の
越
境
移
動
及
び
管
理
の
規
制
に
関
す
る
バ
マ
コ
条
約
］
（
一
五

条
）
な
ど
が
あ
る
。

　
国
家
報
告
制
度
一
多
く
の
環
境
条
約
は
、
締
約
国
に
対
し
て
、

条
約
義
務
の
国
内
実
施
状
況
を
含
む
関
連
す
る
情
報
を
定
期
的
に

報
告
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
著
名
な
例
と
し
て
は
、
ラ

ム
サ
ー
ル
条
約
（
締
約
国
会
議
の
勧
告
に
基
づ
く
）
、
世
界
遺
産

条
約
〔
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条

約
］
（
二
九
条
）
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
（
八
条
七
項
）
、
環
境
保
護

に
関
す
る
南
極
条
約
議
定
書
（
一
七
条
）
、
生
物
多
様
性
条
約

　
　
（
鴉
）

（
二
六
条
）
、
国
際
捕
鯨
取
締
条
約
（
八
・
九
条
）
、
南
極
海
洋
生

物
資
源
保
存
条
約
（
二
〇
・
二
一
条
）
、
海
洋
油
濁
防
止
条
約

［
千
九
百
五
十
四
年
の
油
に
よ
る
海
水
の
汚
濁
の
防
止
の
た
め
の

国
際
条
約
］
（
二
一
条
）
、
マ
ル
ポ
ー
ル
条
約
［
千
九
百
七
十
三
年

の
船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
］
（
二
条
）
、

ロ
ン
ド
ン
海
洋
投
棄
条
約
（
六
条
四
項
・
七
条
四
項
）
、
モ
ン
ト

リ
オ
ー
ル
議
定
書
［
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン

ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
］
（
七
条
）
、
気
候
変
動
枠
組
条
約
（
二
一
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条
）
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
（
二
二
条
）
、
バ
マ
コ
条
約
（
二
二
条
）
が

あ
る
。

　
国
家
通
報
制
度
一
あ
る
締
約
国
が
条
約
義
務
を
履
行
し
て
い
な

い
場
合
に
、
他
の
締
約
国
が
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
、
国
際
的
機
関

に
通
報
し
、
当
該
機
関
が
そ
れ
を
審
議
す
る
制
度
。
数
は
多
く
な

い
が
、
例
と
し
て
は
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
一
一
釦
一
・
バ
；
条

約
（
一
九
条
）
が
あ
る
。

　
枠
組
条
約
と
議
定
書
の
組
み
合
わ
せ
一
条
約
自
体
は
「
枠
組
」

条
約
と
し
て
、
関
係
分
野
で
の
国
家
の
一
般
的
な
協
力
義
務
や
原

則
の
み
を
定
め
る
が
、
そ
れ
ら
の
義
務
や
原
則
の
実
施
の
た
め
の

具
体
的
．
詳
細
な
規
制
措
置
や
基
準
等
に
つ
い
て
は
、
別
個
の
議

定
書
や
附
属
岩
に
お
い
て
そ
の
都
度
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ

い
て
規
定
す
る
。
著
名
な
例
と
し
て
は
、
生
物
多
様
性
条
約
（
二

八
条
）
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
八
条
）
と
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

気
候
変
動
枠
組
条
約
（
一
七
条
）
な
ど
が
あ
る
。

　
2
　
履
行
確
保
措
置
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

（
1
）
　
国
際
環
境
法
に
お
け
る
履
行
確
保
措
置
の
特
徴

　
一
口
に
国
際
環
境
法
と
言
っ
て
も
、
各
対
象
事
項
に
よ
っ
て
事

情
は
異
な
り
う
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
地
球
規
模
の
環
境
保
護
を

こ
こ
で
は
特
に
念
頭
に
お
い
て
考
え
よ
う
。

　
第
一
に
、
地
球
規
模
の
環
境
保
護
に
関
わ
る
環
境
条
約
に
お
け

る
履
行
確
保
措
置
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
な
る
主
要
な
要
因
は
、

環
境
汚
染
．
破
壊
の
原
因
や
因
果
関
係
等
に
お
け
る
科
学
的
不
確

実
性
で
あ
る
。
特
に
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
や
地
球
温
暖
化
の
問
題
に

典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
原
因
（
温
室
効
果
ガ
ス
）
と
結
果

（
温
暖
化
）
の
間
に
、
従
っ
て
対
策
と
そ
の
効
果
と
の
問
に
長
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

間
の
タ
イ
ム
．
ラ
グ
が
存
在
す
る
が
、
深
刻
か
つ
不
可
逆
的
な
被

害
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
完
全
な
科
学
的
確
実
性
を
欠
く

こ
と
が
そ
の
よ
う
な
環
境
破
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
を
延
期

す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
地

球
規
模
の
環
境
保
護
の
問
題
は
、
　
一
九
八
○
年
代
に
入
っ
て
急
速

に
現
実
化
し
て
き
た
新
し
い
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
科
学

的
知
見
も
急
速
に
進
歩
し
て
い
る
。
先
進
国
対
途
上
国
の
対
立
を

典
型
と
す
る
各
国
問
の
利
害
関
係
に
直
結
す
る
条
約
義
務
を
規
定

し
、
広
範
な
国
々
の
受
諾
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
最
新
の
科
学

的
な
知
見
に
依
拠
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、

締
約
国
会
議
を
定
期
的
か
つ
頻
繁
に
開
催
し
て
、
関
係
条
約
の
実

施
状
況
を
絶
え
ず
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
改
善
を
協
議
し
、

必
要
に
応
じ
て
議
定
書
を
採
択
・
改
正
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い

る
。
ま
た
、
締
約
国
会
議
な
ど
が
そ
の
役
割
を
効
果
的
に
果
た
す
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た
め
に
は
、
関
連
す
る
情
報
が
十
分
に
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
り
、
国
家
報
告
制
度
は
極
め
て
広
範
に
利
用
さ
れ
て

い
る
。

　
第
二
に
、
国
際
人
権
法
に
お
け
る
相
互
性
の
欠
如
に
類
似
し
た

事
情
も
存
在
す
る
。
二
国
問
に
お
け
る
加
害
行
為
．
因
果
関
係
の

明
確
な
場
合
は
別
と
し
て
、
地
球
規
模
の
環
境
汚
染
．
破
壊
に
お

い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
科
学
的
な
不
確
実
性
が
大
き
い
。
そ

の
結
果
、
加
害
国
と
被
害
国
を
十
分
に
特
定
で
き
な
い
、
あ
る
い

は
多
か
れ
少
な
か
れ
す
べ
て
の
国
が
加
害
国
で
あ
り
被
害
国
で
あ

る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
ま
た
、
地
球
環
境
の
汚
染
や
破
壊
は
人

為
的
な
国
境
に
は
無
関
係
に
進
行
す
る
の
で
あ
り
、
規
制
条
約
の

非
参
加
国
に
「
た
だ
乗
り
」
を
許
す
結
果
に
な
り
う
る
。
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

て
、
可
能
な
限
り
多
く
の
国
家
の
参
加
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

条
約
中
の
規
制
が
ど
の
国
に
よ
う
て
も
確
実
に
実
施
さ
れ
、
「
正

直
国
が
バ
カ
を
み
る
」
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
事
務
局
が
日
常
的
な
監
視
を
継
続
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
が
、
特
に
前
述
の
措
置
の
中
の
国
家
通
報
制
度

な
ど
も
有
効
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
　
履
行
確
保
措
置
の
実
効
性

　
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
締
約
国
会
議
が
そ
の
役
割
を
実
効
的
に

果
た
す
た
め
に
は
、
ま
た
国
家
報
告
制
度
が
有
効
に
機
能
す
る
た

め
に
は
、
締
約
国
が
要
求
さ
れ
る
情
報
を
規
則
正
し
く
提
供
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
報
告
書
自
体
を
提
出

し
な
い
国
も
多
け
れ
ば
、
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
い
国
お
よ
び
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

確
で
な
い
デ
ー
タ
を
報
告
し
て
く
る
国
も
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

　
環
境
条
約
の
中
に
は
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
（
八
条
）
の
よ

う
に
違
反
の
認
定
お
よ
び
違
反
国
の
処
遇
の
検
討
を
予
定
す
る
も

の
も
あ
る
が
、
報
告
制
度
の
以
上
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
事
務

局
あ
る
い
は
締
約
国
会
議
が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き

て
い
る
背
後
に
は
、
N
G
O
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
も

指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
世
界
遺
産
条
約
で
は
、
I
C
O
M
O
S

（
国
際
記
念
物
・
遺
跡
会
議
）
と
I
U
C
N
（
国
際
自
然
保
謹
連

合
）
、
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
お
よ
び
ボ
ン
条
約
で
は
、
I
W
R
B

（
国
際
水
禽
湿
地
調
査
局
）
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
で
は
、
T
R
A
F

F
I
C
（
野
生
動
植
物
国
際
取
り
引
き
調
査
記
録
特
別
委
員
会
）

と
I
U
C
N
が
密
接
な
協
力
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
条
約
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

施
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
お
わ
り
に

制
度
面
に
重
点
を
置
い
た
か
な
り
簡
潔
で
は
あ
る
が
、
以
上
の
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検
討
か
ら
、
数
点
の
評
価
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
一
に
、
人
権
の
国
際
的
保
護
と
地
球
環
境
の
保
護
と
い
う
二

つ
の
領
域
に
お
い
て
は
、
履
灯
確
保
措
置
が
整
備
さ
れ
、
国
際
組

織
に
よ
る
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
大
き
く
進
展
し
て
き
た
こ
と

が
指
摘
で
き
る
。
特
に
国
家
報
告
制
度
は
ほ
ぽ
一
般
化
し
た
と
す

ら
言
い
う
る
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
人
権
の
領
域

に
お
い
て
は
相
互
性
の
欠
如
、
地
球
環
境
の
領
域
に
お
い
て
も
国

内
的
実
施
の
継
続
的
監
視
の
必
要
性
と
い
う
、
各
々
σ
領
域
に
特

有
な
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

国
際
組
織
に
よ
る
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
進
展
と
い
う
現
象
は
、

他
の
領
域
に
お
い
て
も
多
か
れ
少
な
か
れ
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、

国
々
に
よ
る
条
約
上
の
義
務
の
遵
守
あ
る
い
は
国
内
的
実
施
に
対

す
る
国
際
組
織
に
よ
る
国
際
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
増
大
す
る

傾
向
に
あ
る
圭
言
え
よ
う
。

　
第
二
に
、
国
際
組
織
に
よ
る
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
各
領

域
の
特
徴
に
応
じ
た
履
行
確
保
措
置
を
産
み
出
し
て
き
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
人
権
の
領
域
に
お
い
て
は
、
大
規
模
あ
る
い
は
重
大

な
人
権
侵
害
に
は
国
家
権
力
が
加
害
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多

い
の
で
あ
っ
て
、
被
害
者
個
人
を
国
際
的
機
関
の
次
元
に
お
い
て

救
済
す
る
こ
と
が
一
つ
の
理
想
的
な
保
護
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
個
人
通
報
制
度
と
そ
の
後
の
裁
判
制
度
と
い
う
履
行
確
保
措

置
は
人
権
の
領
域
に
適
し
た
措
置
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
地
球

環
境
の
領
域
に
お
い
て
は
、
科
学
的
不
確
実
性
の
存
在
、
地
球
環

境
の
悪
化
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
科
学
的
知
見
の
両
方
の
急
速
な

進
展
、
さ
ら
に
は
参
加
国
の
普
遍
性
確
保
の
必
要
性
な
ど
の
事
情

を
考
慮
す
れ
ば
、
締
約
国
会
議
の
定
期
的
か
つ
頻
繁
な
開
催
、
そ

し
て
枠
組
条
約
と
議
定
書
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
履
行
確
保
措
置

の
発
展
は
、
同
領
域
に
適
し
た
措
置
の
導
入
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
国
際
組
織
に
よ
る
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、

各
領
域
の
特
徴
に
応
じ
た
履
行
確
保
措
置
を
導
入
す
る
形
で
、
各

領
域
κ
お
い
て
多
様
な
展
開
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
領
域
に
お
い
て
は
、
N
G
O
の
活
動

と
役
割
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
人
権

の
領
域
に
お
い
て
は
、
国
家
報
告
書
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
・
レ

ポ
ー
ト
あ
る
い
は
一
五
〇
三
手
続
へ
の
通
報
な
ど
の
点
で
、
ま
た

地
球
環
境
の
領
域
に
お
い
て
は
、
国
々
の
国
内
的
履
行
状
況
の
監

視
の
点
で
、
N
G
O
の
活
動
と
役
割
は
不
可
欠
な
も
の
に
な
っ
て

き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
評
価
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
最
後
に
、
国
際
組
織
に
よ
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る
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
意
義
に
つ
い
て
、
別
稿
で
指
摘
し
た

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
強
制
や
制
裁

で
は
な
く
て
説
得
と
圧
力
が
国
際
組
織
に
よ
る
国
際
的
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
の
手
段
で
あ
る
以
上
、
客
観
性
・
公
平
性
に
基
づ
く
説
得
力

が
国
々
の
信
頼
と
支
持
を
得
る
土
台
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、

統
一
的
立
法
・
行
政
機
関
の
不
存
在
を
補
う
も
の
と
し
て
、
国
際

組
織
に
よ
る
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
国
内
社
会
に
お
け
る
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

（
1
）
　
拙
稿
「
国
際
組
織
の
存
在
意
義
1
『
国
際
組
織
』
概
念
の
理

　
解
と
機
能
の
態
様
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
九
八

　
七
年
一
月
一
－
一
五
日
（
八
七
五
号
）
二
一
九
、
二
二
二
頁
。

（
2
）
同
上
、
二
二
三
頁
。
国
際
組
織
の
様
々
な
機
能
の
中
か
ら
、
加

　
盟
国
の
行
動
・
政
策
あ
る
い
は
国
内
法
制
の
あ
り
方
の
規
制
や
方
向

　
付
け
を
直
接
に
目
指
す
機
能
を
、
国
際
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
機
能
と

　
し
て
構
成
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
「
行
為
、
状
況
、
権
能
の
行
使

　
が
、
規
則
、
契
約
、
あ
る
い
は
良
行
政
に
合
致
・
適
合
し
て
い
る
か

　
否
か
を
、
確
認
・
審
査
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
監
視
．
監
督
」
が

　
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
§
き
§
§
｛
ミ
き
ざ
註
ミ
辻
曽
o
－
o
－

　
的
膏
、
ミ
亀
§
註
｛
曽
鳶
§
S
ぎ
o
曽
o
－
－
①
一
（
－
o
①
o
）
1
ω
軸
帽
富
汀
o
O
＝
凹
『
O
o
目
．

　
巨
實
一
．
ピ
o
h
o
目
箒
昌
彗
一
9
』
o
昌
く
〇
一
『
ま
o
昌
旨
9
①
ま
ω
o
H
o
胃
與
三
．

　
竃
ご
o
目
ω
ヲ
↓
8
目
與
＝
o
自
巴
o
9
．
，
卜
軸
㌧
o
ミ
§
｛
二
§
ざ
s
恥
婁
§
、
詠

～
9
0
§
吻
b
ミ
ミ
雨
§
8
㊤
二
〇
昌
（
冨
ミ
）
・
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
国

際
的
コ
ン
ト
回
ー
ル
」
の
厳
密
な
概
念
規
定
は
、
こ
こ
で
は
行
わ
な

　
い
。

（
3
）
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
国
際
組
織
」
の
概
念
を
広
く
と
ら
え
て
、

　
条
約
上
の
事
務
局
や
締
約
国
会
議
等
も
含
む
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い

　
る
。
そ
れ
ら
が
国
際
法
上
の
法
人
格
を
持
つ
独
立
し
た
主
体
で
あ
る

　
か
否
か
に
つ
い
て
の
検
討
は
行
な
っ
て
い
な
い
。

（
4
）
　
人
権
条
約
等
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
田
畑
茂
二
郎
他
編
『
国
際

　
人
権
条
約
二
旦
言
集
〔
第
二
版
〕
』
（
一
九
九
四
年
、
東
信
堂
）
や
、

　
－
．
零
o
毛
コ
＝
p
■
畠
ざ
b
o
§
§
§
旨
§
き
§
§
完
“
恩
冴
（
ω
己
①
o
．

　
ε
s
）
な
ど
を
参
照
に
せ
よ
。
履
行
確
保
措
置
に
関
す
る
主
要
文
献

　
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
久
保
田
洋
『
国
際
人
権
保
障
の
実

　
施
措
置
』
（
一
九
九
三
年
、
日
本
評
論
社
）
。
そ
の
他
の
文
献
に
つ
い

　
て
は
、
今
井
直
・
阿
部
浩
己
「
国
際
人
権
法
の
基
本
文
献
」
『
法
学

　
セ
ミ
ナ
ー
』
一
九
八
八
年
一
〇
月
（
四
〇
六
号
）
五
八
－
六
〇
頁
を

　
参
照
せ
よ
。

（
5
）
　
以
下
、
履
行
確
保
措
置
の
各
方
式
に
お
け
る
代
表
的
な
条
約
の

　
関
連
規
定
を
、
参
考
の
た
め
引
用
し
て
お
く
。
自
由
権
規
約
第
四
〇

　
条
第
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
「
こ
の
規
約
の
締
約
国
は
、
（
a
）
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
こ
の
規

　
　
約
が
効
力
を
生
ず
る
時
か
ら
一
年
以
内
に
、
（
b
）
そ
の
後
は
委

　
　
員
会
が
要
請
す
る
と
き
に
、
こ
の
規
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権

　
　
利
の
実
現
の
た
め
に
と
っ
た
措
置
及
ぴ
こ
れ
ら
の
権
利
の
享
受
に

　
　
つ
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
進
歩
に
関
す
る
報
告
を
提
出
す
る
こ
と
を

　
　
約
束
す
る
。
」
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（
6
）
　
自
由
権
規
約
第
四
一
条
第
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
「
こ
の
規
約
の
締
約
国
は
、
こ
の
規
約
に
基
づ
く
義
務
が
他
の
締

　
　
約
国
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
て
い
な
い
旨
を
主
張
す
る
い
ず
れ
か
の

　
　
締
約
国
か
ら
の
通
報
を
委
員
会
が
受
理
し
か
つ
検
討
す
る
権
限
を

　
　
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
を
、
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
い

　
　
つ
で
も
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
通

　
　
報
は
、
委
員
会
の
当
該
権
限
を
自
国
に
つ
い
て
認
め
ゑ
旦
言
を
行

　
　
っ
た
締
約
国
に
よ
る
通
報
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
受
理
し
か
つ
検

　
　
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
委
員
会
は
、
宣
言
を
行
っ
て
い
な
い
締

　
　
約
国
に
つ
い
て
の
通
報
を
受
理
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
条
の
規

　
　
定
に
よ
り
受
理
さ
れ
る
通
報
は
、
次
の
手
続
に
従
っ
て
取
り
扱
う
。

　
　
：
－
－
－
－
－
・
」

（
7
）
　
自
由
権
規
約
第
一
選
択
議
定
書
の
第
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
規

　
定
す
る
。

　
　
「
規
約
の
締
約
国
で
あ
っ
て
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
と
な
る
も

　
　
の
は
、
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
個
人
で
規
約
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の

　
　
権
利
が
右
の
締
約
国
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
も
の
か

　
　
ら
の
通
報
を
、
委
員
会
が
受
理
し
、
か
つ
、
検
討
す
る
権
限
を
有

　
　
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
委
員
会
は
、
規
約
の
締
約
国
で
あ
る
が
こ

　
　
の
議
定
書
の
締
約
国
で
な
い
も
の
に
関
す
る
い
か
な
る
通
報
も
、

　
　
受
理
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

（
8
）
　
国
際
連
合
経
済
社
会
理
事
会
決
議
一
五
〇
三
（
×
－
く
自
）
の

第
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
「
（
経
済
社
会
理
事
会
は
）
差
別
防
止
・
少
数
者
保
護
小
委
員
会
に

　
対
し
、
、
作
業
部
会
を
任
命
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
こ
の
作

　
業
部
会
は
、
年
に
一
回
、
小
委
員
会
の
会
期
の
直
前
に
一
〇
日
を

　
越
え
な
い
期
間
非
公
開
の
会
合
を
開
き
、
小
委
員
会
の
権
限
事
項

　
内
に
あ
る
人
権
及
ぴ
基
本
的
自
由
の
重
大
で
か
つ
信
頼
で
き
る
証

　
拠
を
有
す
る
一
貫
し
た
形
態
の
侵
害
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

　
通
報
に
、
も
し
あ
れ
ぱ
政
府
の
回
答
と
共
に
、
小
委
員
会
の
注
意

　
を
喚
起
す
る
た
め
、
一
九
五
九
年
七
月
三
〇
日
の
経
済
社
会
理
事

　
会
決
議
七
二
八
F
（
×
×
＜
自
）
に
基
づ
い
て
事
務
総
長
が
受
領

　
す
る
す
べ
て
の
通
報
を
、
そ
れ
に
対
す
る
政
府
の
回
答
を
含
め
て
、

　
審
議
す
る
。
」

同
第
二
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
「
（
経
済
社
会
理
事
会
は
）
差
別
防
止
・
少
数
者
保
護
小
委
員
会
に

　
対
し
、
人
権
委
員
会
に
よ
る
審
議
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
人
権
の

　
重
大
で
か
つ
信
頼
で
き
る
証
拠
を
有
す
る
一
貫
し
た
形
態
の
侵
害

　
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
特
別
の
事
態
を
人
権
委
員
会
へ
付
託

　
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
作
業
部
会
の
委
員
の
過
半

　
数
に
よ
る
決
定
に
従
っ
て
小
委
員
会
へ
提
出
さ
れ
る
通
報
及
ぴ
そ

　
れ
に
関
す
る
政
府
の
回
答
並
ぴ
に
他
の
関
遵
の
あ
る
情
報
を
、
上

　
記
の
1
に
従
う
て
、
非
公
開
の
会
合
に
お
い
て
審
議
す
る
よ
う
要

　
請
す
る
。
」

同
第
六
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
「
（
経
済
社
会
理
事
会
は
）
人
権
委
員
会
に
対
し
、
小
委
員
会
に
よ

　
っ
て
付
託
さ
れ
た
事
態
を
検
討
し
た
後
、
次
の
こ
と
を
決
定
す
る

　
よ
う
要
請
す
る
。

　
（
a
）
　
そ
の
事
態
が
…
－
人
権
委
員
会
に
よ
る
徹
底
的
な
研
究
並

　
ぴ
に
経
済
社
会
理
事
会
へ
の
報
告
及
ぴ
勧
告
を
必
要
と
す
る
か
ど
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う
か
。

　
　
（
b
）
　
そ
の
事
態
が
、
人
権
委
員
会
に
よ
。
て
任
命
さ
れ
る
特
別

　
　
委
員
会
の
調
査
の
主
題
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
。
た
だ
し
、
そ
の

　
　
調
査
は
、
当
該
国
の
明
示
的
同
意
を
得
て
の
み
行
わ
れ
、
、
。
」

（
9
）
　
人
種
差
別
撤
廃
条
約
第
二
二
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
「
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
締
約
国
間
の
紛
争
で
、

　
　
交
渉
又
は
こ
の
条
約
に
明
示
的
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
っ
て
解
決

　
　
さ
れ
な
い
も
の
は
、
紛
争
当
事
国
が
他
の
解
決
方
法
に
合
意
し
な

　
　
い
限
り
、
い
ず
れ
か
の
紛
争
当
事
国
の
要
請
に
よ
り
、
決
定
の
た

　
　
め
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
す
る
。
」

（
1
0
）
　
拷
問
等
禁
止
条
約
の
第
二
〇
条
第
一
・
二
項
は
、
次
の
よ
う
に

規
定
す
る
。

　
「
1
　
委
員
会
は
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
領
域
内
で
拷
問
が
行

　
わ
れ
て
い
る
旨
の
十
分
に
根
拠
の
あ
る
指
摘
を
含
む
と
認
め
ら
れ

　
　
る
信
頼
で
き
る
情
報
を
受
け
と
る
場
合
に
は
、
当
該
締
約
国
に
対

　
し
、
当
該
情
報
の
検
討
に
協
力
し
、
か
つ
、
こ
の
た
め
に
そ
の
情

　
報
に
関
す
る
見
解
を
提
出
す
る
よ
う
招
請
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
2
　
関
係
締
約
国
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
見
解
及
び
委
員

　
会
が
入
手
し
得
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
関
連
情
報
を
考
慮
し
て
、
委
員

　
会
は
、
正
当
で
あ
る
と
決
定
す
る
場
合
に
は
、
秘
密
調
査
を
行
い
、

　
　
か
つ
、
緊
急
に
委
員
会
に
報
告
す
る
た
め
に
一
人
又
は
そ
れ
以
上

　
　
の
委
員
を
選
任
す
る
二
と
が
で
き
る
。
」

（
u
）
　
ま
目
ζ
戸
．
＝
冒
昌
彗
雲
嘗
買
．
ヨ
。
。
向
s
ε
o
δ
忘
§
s
呉

　
き
ミ
ざ
ぎ
誌
§
ミ
ざ
曽
ミ
ト
s
§
墨
o
〇
一
M
ぎ
（
ε
o
o
蜆
）
．

（
1
2
）
　
ω
言
冒
P
．
カ
雪
冒
8
〇
一
ヌ
．
，
↓
向
§
さ
ざ
意
§
s
9
き
ミ
｛
o
ぎ
，

　
ざ
§
ミ
ざ
S
ミ
ト
8
§
き
O
ム
（
－
O
O
O
σ
）
．

（
1
3
）
　
今
井
直
・
阿
部
浩
己
「
入
門
国
際
人
権
法
一
人
権
条
約
の
報
告

　
制
度
1
1
自
由
権
規
約
の
報
告
制
度
」
『
法
学
セ
、
・
、
ナ
ー
』
一
九

　
九
三
年
四
月
（
四
六
〇
号
）
一
〇
〇
－
四
頁
。

（
1
4
）
佐
藤
文
夫
「
国
際
人
権
保
障
制
度
と
し
て
確
実
な
地
歩
を
築
い

　
た
個
人
通
報
制
度
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
九
九
三
年
一
月
（
四
五

　
七
号
）
四
八
、
四
九
頁
。

（
1
5
）
　
国
際
人
権
規
約
翻
訳
編
集
委
員
会
編
『
国
際
人
権
規
約
先
例

　
集
』
（
東
信
堂
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。

（
1
6
）
　
今
井
直
・
阿
部
浩
己
「
入
門
国
際
人
権
法
一
国
連
人
権
委
員
会

　
の
活
動
1
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
」
一
九
九
四
年
二
月
（
四
七
〇
号
）

　
一
〇
四
、
六
頁
。

（
1
7
）
　
北
村
泰
三
「
米
刊
機
構
と
人
権
保
障
－
米
州
人
権
条
約
実
施

　
機
関
の
活
動
－
」
『
国
際
人
権
』
三
号
（
一
九
九
二
年
）
一
五
－

　
一
九
頁
。

（
1
8
）
　
今
井
直
・
阿
部
浩
己
「
入
門
国
際
人
権
法
一
国
連
人
権
委
員
会

　
の
活
動
2
」
叩
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
九
九
四
年
三
月
（
四
七
一
号
）

　
九
二
－
九
六
頁
。

（
1
9
）
　
環
境
条
約
等
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
地
球
環
境
法
研
究
会
編

　
『
地
球
環
境
条
約
集
』
（
一
九
九
三
年
、
中
央
法
規
）
を
参
照
せ
よ
。

（
2
0
）
　
松
下
和
夫
「
地
球
環
境
保
全
に
向
け
た
国
際
協
調
の
新
た
な
潮

　
流
」
、
大
来
佐
武
郎
監
修
『
地
球
環
境
と
政
治
』
（
中
央
法
規
、
一
九

　
九
〇
年
）
二
－
二
七
頁
。
な
お
、
同
論
文
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た

　
「
地
球
環
境
保
全
と
国
際
機
関
の
活
動
」
と
題
さ
れ
た
次
の
よ
う
な

　
図
（
図
1
）
は
、
関
係
す
る
様
々
な
国
際
組
織
の
活
動
の
烏
撤
図
を
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【
ル
轟
3
冊
劃
蔓
羽
】

　
　
　
　
　
　
　
　
圓
覇
凄
気
垣
・
昨
菖

　
　
　
　
　
　
　
　
困
固
詞
准
回
嚢
鴻
琴

　
　
　
　
　
　
　
　
固
官
o
冒
3

＾
昏
黒
S
崎
9
S
潟
鶉
～
“
一
遭
帝
回
3

～
r
片
一
濤
鼻
S
§
遺
瞳
漏
～
峠
菖

瞳
嗣
～
S
苗
阿
奇
緕
S
寝
塁
〕

図
－

誉
鵠
溺
錬
嘉
怜
～
囲
簸
藩
彊
θ
諦
轡

＾
蕎
嵩
蜀
簿
料
吉
S
岸
蛉
3
黒
堕
～
一

｛
さ
〉
S
岸
恥
3
豊
尋
S
叫
二
斗

S
藩
翼
〕

＾
昨
喜
園
S
淵
嚢
泌
騎
S
砂
潟
3
｝
一
－
罰

～
玩
蘭
［
雪
↓
｝
重
帖
3
§
鴻
）

【
濤
舅
記
蝿
吉
】

峰
靱
到
胆
藪
蟹
＾
く
；
o
〕

・
博
郭
到
涜
竿
圃
＾
く
〔
3

・
汐
蒲
樽
g
n
8
↓
｝
屋
司
國

〉
～
ξ
＾
≡
〔
〔
－

圓
嬉
沙
ヨ
む
幾
蓬
ε

　
　
　
＾
；
9

一
義
説
茸
コ
g
写
回
　
塾
輩
｝

　
　
一
茗
毫
一
　
　
　
　
固
罰
鶉
富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
垣
峨

・
婆
熟
斗
茸
S
ψ
掩
3
｝
一
－
霊
S
薄
騰

固
函
O
搬
里
測
蒔
墜
、
寺
1
μ

　
　
　
　
育
o
；
ε

・
固
羽
茸
脆
嚢
湯
S
謙
肺

【
蓼
載
茸
S
翁
ゆ
】

一
＾
斗
く
V
軸
S
粛
繍
】

一
・
斗
、
＼
V
固
浦
欝
［
露
叫
｝
“
へ
1
V

　
　
搬
き

一
・
斗
・
＼
v
国
帝
爵
壌
叫
堅
曽
弩
［
塞
叫

一
　
“
■
V
7
一
」
斗
1
≒
窒
榊
O

　
　
　
圓
膨
把
濁
睾
国
言
z
電
〕

＾
φ
藪
凄
S
遭
箇
8
翁
跡
9
S
踊
欄
・
箒
厳
〕

．
・
e
油
ま
罫
ト
弍
一
・
瑚
醐
詞
繍
菖
臨
湿

、
卑
圃
、
黎
河
、
榊
溝
麓

一
護
§
一
籔
翻
湾

怜浦郭
、鵠爆

【
鞭
冊
咋
ぎ
S
粛
閨
】

圓
霊
m
義
浦
蘭
憾
φ

　
　
　
＾
E
〔
三

底
靱
皿
藁
浦
潜
膨
彫

　
　
　
o
・
く
3

μ4回庫μv
1］咋地詔｛｛
、柵｛S“7
Hぎ■皿　刈
“諭〒貌　　1
〒箭　》　“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
「
把
減
3
n
繭
ゆ
篶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醸
洪
S
頑
潟
［
ε
↓

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巾
撃
国
＾
量
妄
老
ε
」

一
議
繋
團

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
蔓
菌
揃
減
S
繭
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
膏
或
帽
n
邊
↓
ホ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胞
醐
蔓
鴻
蝸

一
・
轟
落
サ
“
S
輔
糖
一
1
1
一

　
葛
↓
伽
｛
蔓
↓
Σ
　
　
【
爾
洪
醐
注

　
搬
き
　
　
　
　
　
　
一

　
・
詞
糊
ぎ
S
苗
雑
漆
糊
一
一

　
輔
ト
奮
n
2
↓
｝
一

　
　
〇
V
7
V
，
V
～
V
一

　
、
搬
き

　
　
【
曲
拙
輔
糟
】
　
　
一

【
濤
違
§
■
】

【
冷
憾
固
黎
S
蔓
讐
】

、
“
、
斗
ギ
導
繭
瑚
岸
ψ
撒
匝
蛉

　
　
　
　
＾
覇
〔
〉
3

・
、
“
、
斗
＊
…
｝
濤
－
岨
n
並
ζ
｝

　
垣
薄
粛
ゆ
津
罰
S
誌
膝
・
垣
閑

翔
識
、
Ψ
、
露
固
胞
ψ
　
　
　
　
一

　
　
＾
’
蜆
田
’
z
〕
　
　
　
　
　
　
　
．

・
’
畠
〉
z
苔
尽
蜀
簿
撃
回

　
＾
ま
田
＝
5
S
遡
柵

繭
瑚
蔓
讐
覇
潮
藩
宣

　
　
6
R
g

・
“
騰
固
塵
S
垣
蔓
罰
S
握
困

・
粛
斌
黒
鐵
垣
姦
熟
S
§
砂

【
黎
顯
榔
ト
固
2
S
料
滝
】

固
憾
議
g

瑚
S
洲
薔

藩
葛

副“義貼

篶滅
｝彫

固
望
S
繭
竪

河
渋
黎
一
1
－
帽
“
＾

回
饅
』
罪
固
S
罰
柵

　
　
榊

廓
ト
固

圓
鰭
署
潮
睾
固

　
言
2
0
ヱ

　
　
　
・
揃
斌
諭
紗
、

　
　
　
　
0
“
H
“
〒

　
　
　
ク
S
蟹
滅

圓←彫湘霊

邊
滅

恵
§
薗
d

・
鯉
疵
S
弱
S

搦
嚢
哨
囲

S
“
H
｛
“

・
堀
曲
病
ψ
＼

　
□
㌣
H
“
7

2
S
蟹
瑚

勘覇、“、

　
　
　
　
　
　
　
驚
豊
藩
凄

　
　
　
　
　
　
　
S
帥
河
・

　
　
　
　
　
　
　
式
誰
料
溝

　
　
　
　
　
　
　
S
携
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示
し
て
い
て
有
意
義
で
あ
る
。
そ
の
他
で
は
、
渡
辺
茂
己
「
地
球
環

境
管
理
の
た
め
の
国
際
機
構
の
機
能
と
問
題
点
」
『
環
境
情
報
科
学
』

　
二
二
巻
四
号
（
一
九
九
三
年
一
二
月
）
二
五
－
三
〇
頁
も
あ
る
。

（
2
1
）
　
主
要
な
文
献
と
し
て
、
磯
崎
博
司
「
条
約
の
効
果
的
実
施
の
た

　
め
の
シ
ス
テ
ム
ー
締
約
国
会
議
な
ど
の
条
約
機
構
の
役
割
－
」

　
『
環
境
情
報
科
学
』
二
二
巻
四
号
（
一
九
九
三
年
一
二
月
）
一
九
－

　
二
四
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
2
2
）
　
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
第
一
一
条
の
第
一
・
二
・
三
項
は
、
次
の
よ

　
う
に
規
定
す
る
。

　
　
「
1
　
事
務
局
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
後
二
年
以
内
に
、

　
　
締
約
国
会
議
を
招
集
す
る
。

　
　
2
　
そ
の
後
、
事
務
局
は
、
締
約
国
会
議
が
別
段
の
決
定
を
行
わ

　
　
な
い
限
り
少
な
く
と
も
二
年
に
一
回
通
常
会
合
を
招
集
す
る
も
の

　
　
と
し
、
締
約
国
の
少
な
く
と
も
三
分
の
一
が
書
面
に
よ
り
要
請
す

　
　
る
場
合
に
は
い
つ
で
も
特
別
会
合
を
招
集
す
る
。

　
　
3
　
締
約
国
は
、
通
常
会
合
又
は
特
別
会
合
の
い
ず
れ
に
お
い
て

　
　
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
の
条
約
の
実
施
状
況
を
検
討
す
る
も
の

　
　
と
し
、
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
－
－
」

（
2
3
）
　
生
物
多
様
性
条
約
の
第
二
六
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
「
締
約
当
事
国
は
、
締
約
当
事
者
会
議
が
決
定
す
る
一
定
の
間
隔

　
　
で
、
こ
の
条
約
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
と
っ
た
措
置
及
び
こ

　
　
の
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
の
当
該
措
置
の
有
効
性
に
関
す

　
　
る
報
告
書
を
締
約
当
事
者
会
議
に
提
出
す
る
。
」

（
2
4
）
　
バ
ー
ゼ
ル
条
約
第
一
九
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
「
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
他
の
締
約
国
が
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義

　
　
務
に
違
反
し
て
行
動
し
又
は
行
動
し
た
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由

　
　
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
事
務
局
に
通
報
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
も
の
と
し
、
そ
の
通
報
を
行
な
う
と
き
は
、
同
時
か
つ
速
や
か

　
　
に
、
直
接
又
は
事
務
局
を
通
じ
、
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
当
該

　
　
他
の
締
約
国
に
そ
の
旨
を
通
報
す
る
。
す
べ
て
の
関
連
情
報
は
、

　
　
事
務
局
が
締
約
国
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。
」

（
2
5
）
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
一
七
条
の
第
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
規

定
す
る
。

　
　
「
締
約
当
事
者
会
議
は
、
そ
の
通
常
会
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
約

　
　
の
議
定
書
を
採
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

（
2
6
）
　
主
要
な
参
考
文
献
と
し
て
は
、
次
の
も
の
を
参
照
せ
よ
。
清
水

康
弘
「
地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
国
際
的
枠
組
み
1
気
候
変
動

　
枠
組
条
約
の
交
渉
の
経
緯
－
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
九
九
二
年
二

　
月
一
五
日
（
九
九
五
号
）
一
四
－
二
一
頁
、
岩
間
徹
「
気
候
変
動
枠

　
組
条
約
に
お
け
る
一
般
的
原
則
と
義
務
」
同
上
、
村
瀬
信
也
「
国
際

　
環
境
法
　
　
国
際
経
済
法
か
ら
の
視
点
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
九
九

　
二
年
五
月
一
－
一
五
日
（
一
〇
〇
〇
号
）
三
六
〇
－
六
五
頁
、
山
本

　
草
二
「
国
際
環
境
協
力
の
法
的
枠
組
の
特
質
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一

　
九
九
三
年
一
月
一
－
一
五
日
（
一
〇
一
五
号
）
一
四
五
－
五
〇
頁
、

　
岩
間
徹
「
国
連
気
候
変
動
枠
組
み
条
約
の
基
本
構
造
と
将
来
の
課

　
題
」
『
季
刊
環
境
研
究
』
八
九
号
（
一
九
九
三
年
）
、
河
野
章
「
気
候

　
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
一
九
九
三

　
年
九
月
一
日
（
一
〇
二
九
号
）
一
一
五
－
二
〇
頁
、
長
沼
善
太
郎

　
「
生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
条
約
」
同
上
、
一
二
一
－
二
五
頁
。

（
2
7
）
　
岩
間
徹
「
地
球
気
候
変
動
と
国
際
機
構
」
『
世
界
法
年
報
』
一
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○
号
（
一
九
九
〇
年
）
四
三
、
四
六
頁
。

（
2
8
）
　
条
約
へ
の
参
加
の
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
、
資
金
供

与
（
生
物
多
様
性
条
約
（
二
〇
、
二
一
、
三
九
条
）
、
モ
ン
ト
リ
オ

　
ー
ル
議
定
書
（
一
〇
条
）
、
気
候
変
動
枠
組
条
約
（
一
一
条
）
な
ど
）

　
や
技
術
移
転
（
生
物
多
様
性
条
約
（
一
六
条
）
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル

議
定
書
（
一
〇
条
）
、
パ
ー
ゼ
ル
条
約
（
一
四
条
）
、
バ
マ
コ
条
約

　
（
一
四
条
）
な
ど
）
を
規
定
し
た
り
、
デ
ィ
ス
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と

し
て
、
非
締
約
国
と
の
取
り
引
き
に
対
す
る
規
制
（
ワ
シ
ン
ト
ン

条
約
（
一
〇
条
）
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
（
四
条
）
な
ど
）
を

規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
共
通
で
あ
る
が
差
異
の
あ
る
責
任

（
8
昌
昌
昌
σ
巨
9
ま
『
雪
巨
斗
＆
篶
ω
君
冨
蔓
＝
q
）
」
と
い
う
概

念
に
基
づ
い
て
、
先
進
国
と
途
上
国
と
の
間
に
異
な
る
義
務
を
課
す

　
こ
と
も
あ
る
（
気
候
変
動
枠
組
条
約
（
前
文
六
項
、
四
条
）
）
。
こ
の

　
点
で
は
、
例
え
ぱ
、
信
夫
隆
司
「
地
球
環
境
管
理
シ
ス
テ
ム
の
枠

　
組
」
『
環
境
情
報
科
学
』
二
二
巻
四
号
（
一
九
九
三
年
二
一
月
）
二
－

　
七
頁
、
岩
間
徹
「
地
球
環
境
管
理
に
お
け
る
共
通
利
益
」
同
上
、
八
－

　
二
一
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
2
9
）
　
磯
崎
「
前
掲
（
注
2
1
）
論
文
」
二
一
頁
。

（
3
0
）
磯
崎
「
前
掲
（
注
2
1
）
論
文
」
二
三
頁
、
お
よ
ぴ
ジ
冒
ナ
サ

　
ン
、
ホ
リ
マ
ン
「
地
球
環
境
管
理
の
政
府
間
協
定
に
お
け
る
N
G
O

　
の
役
割
」
『
環
境
情
報
科
学
』
二
二
巻
四
号
（
一
九
九
三
年
＝
一
月
）

　
三
一
－
三
七
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
3
1
）
　
拙
稿
（
注
1
）
、
二
二
四
頁
。

（
付
記
）
　
本
稿
は
、
旭
硝
子
財
団
に
よ
る
平
成
六
・
七
年
度
研
究
助
成

　
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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